
多焦点眼内レンズ係る選定療養費について 

【本制度の趣旨】 
 この制度は、患者さんの要望に従い、患者さんの自己の選択に基づいて、“白内
障に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レ
ンズ”の支給について、患者さんより費用を徴収することができるとしたものです。 

【対象レンズ】 
 ・眼鏡装用率の軽減効果を有するとして薬事承認されたもの 
 ・先進医療において眼鏡装用率の軽減効果を有すると評価されたもの 

【費用】 
 ・本療養を実施した場合は、医科点数表に規定する眼内レンズ（その他のもの 
  に限る。）を使用した水晶体再建術を実施したものとみなして、保険外併用療 
  養費を支給するものとなります。 
 ・患者さんから徴収する特別の料金については、多焦点眼内レンズの費用から 
  医科点数表に規定する水晶体再建術において使用する眼内レンズ（その他の 
  ものに限る。）の費用を控除した額に、本療養に必要な検査に係る費用を合算 
  したものとしております。 

多焦点眼内レンズの種類 自己負担額（保険適用外・選定療養
費） 

 ２焦点レンズ   （片眼） １４６，４２７円 （税込） 

 ３焦点レンズ   （片眼） １５９，６２７円 （税込） 

 ３焦点レンズ   （片眼） 
 連続焦点型  

１７６，１２７円 （税込） 

 ３焦点レンズ   （片眼） 
 乱視用 

１８１，６２７円 （税込） 

 ３焦点レンズ   （片眼） 
 連続焦点型・乱視用 

２０１，４２７円 （税込） 

【その他】 
 ・当院は、関係学会から示されている指針に基づき、本療養を適切に実施いたし 
  ます。 
 ・本療養の実施にあたり、患者さんのメリット・デメリット及び費用に関して説明を 
  行い、患者さんの選択に基づき、文書によりその同意を得ます。 



救急外来を受診される方へ 

当院では「緊急度判定(トリアージ)」を行っています。 

・緊急度判定（トリアージ）とは、診察前に患者さんの状 
 態を診て、緊急度・重症度を判断し、より具合の悪い患 
 者さんから優先的に診察する仕組みです。 

・早急に診察が必要な緊急性のある患者さんが、早めに診 
 療を受けることができます。 

・軽症の患者さんは、待ち時間が多少長くなることや、診 
 察の順番が変わる場合があります。 

・緊急性がないと判断された患者さんに対しても、経過を 
 観察して再評価をしています。 

・救急外来の混雑状況によって、必ずしもすぐに対応でき 
 ない場合があります。 

以下の症状がある場合は、お知らせください 

・突然の頭痛  ・強い胸の痛み  ・呼吸が苦しい 

・顔色が悪く、冷や汗をかいている  ・我慢できない痛み 

・意識がもうろうとしている  ・けいれんがあった 

・体に発疹がある 

・その他、症状が強い場合は看護師が症状を確認します 



外来腫瘍化学療法について 

 当院では、外来で化学療法を実施するための専用ベッドや 
リクライニングシートを有する治療室を設備しております。 
 
 当療法は、副作用等が発生することがあります。即時性で 
緊急度が高い場合、入院での治療を行う体制もあります。帰 
宅後等に起きる遅発性のものもありますので、何かあれば、 
夜間や休日等の緊急でもお電話にてご相談ください。 
（ナビダイヤル ０５７０－０８－１５５１） 
 
 なお、お電話でのご相談の結果、医師の診察が必要となる 
場合があります。診察の結果、緊急で入院していただくこと 
もあります。 
 
 
 化学療法のレジメン（治療内容）は、院内に設けた委員会 
にて妥当性を評価しております。 
 当委員会は、複数の診療科の医師、当療法に携わる職種と 
して、看護師、薬剤師、管理栄養士、その他必要に応じた専 
門職、事務員から構成され、定期的に（原則月１回）開催し 
ております。 
 
 地域の保険医療機関及び保険薬局とも連携体制を構築して 
おります。 
 連携体制として、化学療法のレジメン（治療内容）を病院 
ホームページへの掲載、研修会等を年１回以上開催、化学療 
法のレジメン（治療内容）に関する照会や患者さんの状況に 
関する相談及び情報提供に応じる体制をとっております。 



コンタクトレンズ診療に係る 
費用について 

※眼科に受診される患者さんで、平成１８年４月以降 
に当院でコンタクトレンズを作成された患者さんは、 
『再診（外来診療料）』の医療費負担となります。 

担当医師 眼科診療経験 

天野 紘子 １７年 

齊間 麻子 １５年 

森 優 １２年 

大橋 梨穂子  ３年 

初診 ２９１点 

再診（外来診療料） ７６点 

ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ検査料１ ２００点 

2025年01月現在 



がん患者さんのための 
仕事の相談窓口のご案内 

 当院では、がん患者さんの就労を含む療養 
環境に関する相談窓口を設けております。 
 
 ・治療の必要があるけど働きたい 
 ・雇用保険について教えてほしい 
 ・健康保険や傷病手当金などの手続き 
  方法がわからない 
 ・会社へどのように説明すればよいか 等 
 
 上記のお悩み等に対し、専任のスタッフが 
お話しを伺い、アドバイスや対応方法等を説 
明いたします。 
 なお、原則当院に通院している患者さんに 
限らせていただきますので、予めご了承くだ 
さい。 
 
 相談窓口をご希望の方は、平日９：００～ 
１７：００に本館１階、患者相談総合窓口 
（医療福祉事業課）までお越しください。 



病院勤務医の負担軽減等について 

業務分担 
 ・初診時の予診の実施、入院説明の実施、検査手順の説明を 
  看護師が主導で実施 
 ・薬剤師による服薬指導の実施 
 ・26週、32週及び38週の助産師外来の実施 
 ・担当科が異なる入院患者さんの振分け 
 ・臨床検査技師による病棟採血の実施 
 ・医師事務作業補助者による外来診察時のバックアップ実施 
 ・【検討中】静脈路確保等の可能に向けたタスクシフト 
 ・【検討中】臨床工学士における手術室業務のタスクシフト 
 
連続当直を行わない勤務体制 
 ・勤務計画上連続当直にならない運営の実施 
 ・実績においても連続となっていないことを確認 
 
勤務間インターバル確保 
 ・当直明けは原則業務終了後、速やかに帰宅できる体制維持 
 
予定手術前日の当直や夜勤への配慮 
 ・当直明けは予定手術に原則組込まない体制維持 
 
当直翌日の業務内容に対する配慮 
 ・原則業務終了後、速やかに帰宅できる体制維持 
 
交代勤務制、複数主治医制の実施 
 ・複数主治医制を継続するため、多職種等の連携をとり、 
  情報共有を継続的に実施 
 
短時間正規雇用医師の活用 
 ・短時間正規雇用医師の採用推奨 



医療従事者の負担軽減等について 

外来患者縮小 
 ・逆紹介の推進継続 
  1.患者さんの認識も高めるため、院内掲示及びアナウンス 
   により啓蒙強化 
  2.逆紹介件数の推移抽出し、件数増加の有無を確認 
  3.地域連携強化を図り、他院機能の情報収集 
  4.逆紹介率と件数を会議等で周知 
 ・初診紹介外来制 
 
院内保育の継続 
 ・院内保育の継続かつ柔軟な対応ができる体制 
  1.院内保育の運用継続 
  2.夜間帯保育の実施継続（利用者がいる場合のみ） 
  3.利用者のニーズに応じた運営継続 
 
医師事務作業補助者の適正配置と負担軽減 
 ・医師事務作業補助者の適正配置として、全診療科に配置 
 ・必要書類の下書きや各種資料の作成、症例登録の実施 
 
医師の時間外・休日・深夜の対応の負担軽減と処遇改善 
 ・医師の働き方プロジェクトにて検討実施 
  総労働時間の把握と業務分担、タスクシェアの実施 
 
特定行為研修修了者による医師の負担軽減 
 ・特定行為研修修了者の適正配置 
 
助産師外来の開設による医師の負担軽減 
 ・26週、32週及び38週助産師外来の実施 
 
看護補助者による看護職員の負担軽減 
 ・看護補助者の適正配置 
 ・委託会社と連携し、夜間看護補助者の適正配置 
   



看護職員の負担軽減等について 

業務分担 
 ・薬剤師による病棟薬剤配置 
 ・リハビリ職種によるリハビリの実施 
 ・臨床検査技師による病棟採血の実施 
 ・臨床検査技師による内視鏡業務の補助 
 ・臨床工学士による手術室内における医療機器管理 
 ・放射線技師による静脈路確保の実施 
 ・社会福祉士による認知症ケアに係る取組み 
 ・社会福祉士による入退院支援に係る取組み 
 
看護補助者の配置 
 ・看護補助者の適正配置 
 ・委託会社と連携し、夜間看護補助者の適正配置 
 
短時間正規雇用の看護職員の活用 
 ・職員の申し出による育児短時間制度及び短時間正規雇用 
  制度の継続活用 
 
多様な勤務形態の導入 
 ・業務上の必要に応じた始業及び終業時刻の変更 
 
妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮 
 ・院内保育所の運用継続 
 ・夜間帯保育の実施継続（利用者がいる場合のみ） 
 ・夜間勤務減免制度の継続 
 ・半日や時間有給休暇取得制度の継続 
 ・育児時間制度、育児短時間制度及び短時間正規雇用制度 
  による所定労働時間短縮 
 ・本人の申し出による他部署等への配置転換面談実施 
 
夜勤負担の軽減 
 ・看護補助者の夜間配置に業務負担軽減 
 ・月の夜勤回数管理の継続 



後発医薬品使用体制について 

 当院では、入院及び外来において後発医薬品（ジェネリック 
医薬品）の使用を積極的に行っております。 
 医薬品の供給状況によって、投与する薬剤が変更となる可能 
性があります。変更する場合には、説明をさせていただきます 
ので、皆様のご理解ご協力のほどお願いいたします。 

バイオ後続品使用体制について 

 当院では、バイオ医薬品（バイオテクノロジー応用医薬品） 
においても後続品の使用を積極的に行っております。そのため 
入院及び外来においてバイオ後続品の導入が可能な場合は、積 
極的に説明をさせていただきますので、併せてご理解ご協力の 
ほどお願いいたします。 

ニコチン依存症について 

 当院では、禁煙外来を実施しております。完全予約制として 
おりますので、ナビダイヤルにてお問い合わせください。 

一般名処方について 

 医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、保険薬局において、 
銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調剤できるよう、一般 
名称で処方箋を発行させていただく場合があります。医療上の 
必要性がある場合は、銘柄の指定をいたします。ご不明な点等 
ございましたら職員までお声掛けください。 
 なお、令和６年１０月より長期収載品について、医療上の必 
要性がなく、銘柄の指定の有無によらず、患者さんの希望を踏 
まえて処方した場合、選定療養の対象となりますので、ご承知 
おきください。 

敷地内禁煙について 

 当院は、屋内外問わず、敷地内全面禁煙となっております。 
電子タバコや加熱式タバコも禁止です。ご理解とご協力のほど 
お願いいたします。 



緩和ケア診療加算について 

 当院では、以下の４つから構成される緩和ケアチームを設置 
しております。 
 ・身体症状の緩和を担当する専任の医師 
 ・精神症状の緩和を担当する専任の医師 
 ・緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師 
 ・緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師 
 がんや心不全の療養中には、身体の症状（痛み、息苦しさ、 
だるさ等）や精神的な症状（不安、苛立ち、不眠等）が生じる 
場合があります。 
 また、他の疾患を合併することもあり、全身に影響を及ぼす 
こともあります。 
 これらの問題に対して、緩和ケアチームが診療し、症状の緩 
和を図ることができます。ご希望の方は、主治医へご相談くだ 
さい。 

患者相談総合窓口のご案内 

 当院では、患者さんやご家族からの診療・病気に関するご質 
問や生活のことなど、ご相談を受ける窓口があります。 
 当窓口では、生活上や入院上の不安等の他、医療費や生活費 
等の金銭面、各種制度や施設について、医療安全について、が 
んに関する説明やセカンドオピニオン等様々な相談を承ります 
ので、お気軽にご相談ください。 
 窓口の場所：本館１階 患者相談総合窓口 
 受付の時間：平日８：４５～１７：００ 

ハイリスク分娩等管理について 

 分娩件数（２０２３年１月～１２月） ５７５件 
 配置医師数               ３名 
 配置助産師数             ３６名 



術後疼痛管理チームについて 

 当院では、以下の３つから構成される術後疼痛管理チームを 
設置しております。 
 ・麻酔に従事する常勤の医師 
 ・術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の看護師 
 ・術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の薬剤師 
 質の高い疼痛管理による患者さんの疼痛スコアの減弱、生活 
の質の向上及び合併症予防等を目的として、術後疼痛管理に係 
る専門的知識を有した上記チームが必要な疼痛管理を実施して 
おります。対象となる患者さんには、チームが診療を適宜行い 
ますので、ご承知おきください。 

病棟薬剤業務について 

 病棟等において、薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療 
法の有効性、安全性の向上に資する業務を実施しております。 
 過去の投薬や注射及び副作用の発現状況等を患者さん等から 
伺うこと、他の医療従事者に医薬品情報を周知すること、入院 
時の持参薬等から服薬計画を医師へ提案すること、薬剤の相互 
作用の有無を確認する等の業務を担っております。 
 入院中の治療をより安全に実施するために、薬剤師から患者 
さんやご家族に服薬状況等の聴取、服薬指導等を実施いたしま 
すので、ご承知おきください。 
 なお、各病棟の担当薬剤師名は、病棟掲示板に掲載しており 
ます。 

下肢末梢動脈疾患について 

 当院では、慢性維持透析を実施している全ての患者さんに対 
し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っています。 
 専門的な治療が必要な患者さんは、当院の専門診療科（循環 
器内科、血管外科、整形外科、皮膚科）と連携を図り、治療さ 
せていただきます。 



院内の感染対策について 

１．基本的な考え方 
 院内感染（医療関連感染）の発生を未然に防止し、ひとたび 
発生した感染症は拡大しないよう可及的速やかに制圧、終息を 
図るよう努めます。 
 
２．組織及び体制 
 院内に感染管理室と感染対策委員会を設置するとともに感染 
管理チーム（ＩＣＴ）と抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ） 
を組織しています。 
 
３．職員に対する研修・教育 
 各部門ごとや組織横断的な研修会の開催と継続的な教育に努 
めています。 
 
４．感染・感染症の報告 
 感染症法等で定められた疾患を診断した場合は、保健所への 
報告は遅滞なく行います。また、厚生労働省サーベイランスシ 
ステム（ＪＡＮＩＳ）や感染対策連携共通プラットフォーム（ 
Ｊ－ＳＩＰＨＥ）に参加しています。 
 
５．地域との連携 
 地域の感染対策向上を目指し、地域の医療機関や行政機関等 
と連携して感染防止対策に努めています。 

入退院支援について 

 患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で 
療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で 
入院早期より退院困難な要因を有する患者さんを把握し、入退 
院支援を実施しております。 
 病棟のスタッフ以外にも、入退院支援を実施するスタッフが 
おります。入退院支援を担当するスタッフは、病棟の掲示板に 
氏名を掲載しております。 



院内の医療安全管理体制について 

１．医療安全管理に関する基本的な考え方 
 医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立す 
るため、院内巡視や啓蒙活動、問題の分析等を行っています。 
 
２．組織及び体制 
 医療安全管理室と医療安全管理委員会を設置及び連携させ、 
より実効性のある医療安全対策を実施できる体制を構築してい 
ます。 
 
３．職員に対する研修・教育 
 医療安全対策に係る体制を確保するため、定期的に職員研修 
を実施しています。 
 
４．相談への取組み 
 医療安全管理委員会の構成員及び必要に応じた各部門の担当 
者や、相談窓口担当者等で定期的にカンファレンスを開催し、 
密接な連携を図ることで、医療安全に関わる相談に適切に応じ 
る体制への評価等を実施しています。 
 
５．地域との連携 
 連携している他の医療機関と相互に赴いて医療安全に関する 
評価を実施及び受けております。この評価の実施及び受けてい 
ることについては、少なくとも年１回行っています。 
 
 医療安全管理者等による相談及び支援を受けることができま 
すので、ご希望の方は総合案内又は病院スタッフまで、お声か 
けください。 



差額室料のご案内（1日につき） 

病棟 病室 金額 

３Ａ 個室 ３０４  ３０５  ３０７  ３０８ 16,500円 

３Ｂ 個室 ３５１  ３５３  ３５４  ０００ 16,500円 

４Ａ 個室 
４０１  ４０４  ４０６  ４０７ 
４１１  ４１４  ４１５  ４１８ 

16,500円 

４Ｂ 個室 
４５５  ４５７  ４５８  ４５９ 
４６０  ４６１  ４６２  ４６３ 
４６４  ４６６  ４６８  ４６９ 

16,500円 

５Ａ 個室 
５０４  ５０７  ５０８  ５１１ 
５１２  ５１５  ０００  ０００ 

16,500円 

５Ｂ 個室 

５５３  ５５５  ５５６  ５５８ 
５６２  ５６４  ５６５  ０００ 

16,500円 

５５４  ５５７  ０００  ０００ 11,000円 

６Ａ 個室 ６０３  ６１０  ６１２  ６１４ 16,500円 

６Ｂ 
個室 

６０１  ６５２  ６５３  ６５４ 
６５７  ６７１  ６７２  ０００ 

16,500円 

２人部屋 ６７６  ０００  ０００  ０００ 6,600円 

７Ａ 個室 

７２４  ０００  ０００  ０００ 55,000円 

７１４  ０００  ０００  ０００ 44,000円 

７１１  ０００  ０００  ０００ 27,500円 

７０１  ７０２  ７０３  ７０４ 
７０５  ７０６  ７０７  ７０８ 
７０９  ７１０  ７１２  ７１３ 
７１５  ７１６  ７１８  ７１９ 
７２０  ７２１  ７２３  ０００ 

16,500円 

※表示金額は全て税込です。 
４人部屋の差額室料はありません。 

入院・退院（転室）当日は、その時間に 

係らず、１日分の差額室料をいただきます。 



◇厚生労働大臣の定める基準により看護を行っております。 

  

 当院は上記基準のうち、一般病棟において【7対1看護基準】を届け出て 

 おり、入院患者さん7人に対し、1日につき1人以上 の看護師および 

 准看護師が勤務しております。 

 また必要とされる看護人員の70％以上が看護師という基準を満たしてお 

 ります。(【7対1看護基準】は病院全体としての取得であり、各病棟で 

 配置人員が異なります) 

 

◇厚生労働大臣の定める基準により食事を提供しております。 

 

 当院は上記基準のうち【入院時食事療養（Ⅰ）】を届け出ており、 

 管理栄養士または栄養士によって管理された食事を、適時・適温で 

 提供しております。 

 

◇衛生材料等の治療（看護）行為およびそれに密接に関連した『サービス』
または『物』についての費用、『施設管理費』等の曖昧な明目での費用は頂
いておりません。 

 

◇当院は厚生労働大臣の定める【DPC（急性期入院医療における診断群分
類別包括評価）】の適用指定を受けた対象病院です。 

 

医療機関係数（合計）           1.55350     

 内訳   基礎係数                 1.04510 

       救急補正係数    0.02380 

                機能評価係数 Ⅰ   0.38610      

       機能評価係数Ⅱ   0.09850 

当院は埼玉県知事が定めた保険医療機関として
下記の適切な医療を提供しております 



「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」 
の発行について 

 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的 
に推進していく観点から、2010年4月1日より、個別の診療報 
酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しま 
した。 
 
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方 
についても対象となります。 
 
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の 
名称が記載されます。その点をご理解いただき、ご家族の方 
代理で会計を行う場合等のその代理の方への発行も含めて、 
明細書の発行を希望される方は、会計窓口または入退院受付 
にてお申し出ください。 
  
 また、個人情報保護の観点から、患者さんご本人以外の方 
が発行を希望された場合、以下の方を除き所定の手続きがあ 
ります。加えて身分証明書を確認させていただく場合があり 
ます。 
 
 １）診療費のお支払い時に明細書を希望された方 
   →診療費のお支払いをされた代理の方は、患者さんご 
    本人の了承を得ているものと判断いたします。 
 ２）未成年の患者さんの保護者 
 
 
 ＜機器・システムの都合上、次の場合は発行できません＞ 
   →2008年以前の診療費   


